
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              令和２年 

                岩手県教育委員会定例会 

             11 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩 手 県 教 育 委 員 会 



令和２年 11月 岩手県教育委員会定例会議事日程 

 

令和２年 11月 16日（月）午後１時 30分 

 

第 １ 会期決定の件   

第 ２ 事務報告１ 令和２年９月県議会定例会の概要について （ 教 育 企 画 室 ） 

第 ３ 事務報告２ 
「岩手県立博物館における文化財への不適切行為事案」調

査の経過報告について 
（生涯学習文化財課） 

第 ４ 議案第 25 号 
令和５年特別国民体育大会冬季大会スキー競技会の開催

に関し議決を求めることについて 
（ 保 健 体 育 課 ） 

第 ５ 議案第 26 号 学校職員の懲戒処分に関し議決を求めることについて （ 教 職 員 課 ） 

 

 
閉会   

 



事１-１ 

事務報告１ 

 

令和２年９月県議会定例会の概要について 

 

９月県議会定例会の概要は、次のとおりであった。 

 

１ 日 程 

９月29日（火） 本会議（招集、採決：人事議案） 

10月６日（火）～８日（木） 本会議（一般質問、質疑、委員会付託） 

10月９日（金） 常任委員会 

10月13日（火） 本会議（採決：補正予算、条例改正等） 

10月14日（月）～10月23日（金） 休会（決算特別委員会（教育委員会：10月19日（月））） 

10月27日（火） 本会議（採決：一般会計歳入歳出決算等認定） 

 

２ 一般質問【10月６日（火）～８日（木）】 

(1) 党派別一般質問議員数（９人） 

希望いわて      ３人 

自由民主党      ３人 

いわて新政会     １人 

いわて県民クラブ   １人 

日本共産党      １人 

(2) 一般質問（教育委員会関係：８人） 

   次の議員から質問があり、教育長が答弁した。 

ア 工藤 大輔 議員  ２件 

(ｱ) 教育の振興について 

① 小学校における教育指導の専任化について 

② ＧＩＧＡスクール構想について 

イ 髙橋 はじめ 議員  ３件 

(ｱ) 教育の充実について 

① ＧＩＧＡスクール構想への対応について 

a 県立学校のＩＣＴ環境整備の取組について 

b ＧＩＧＡスクールの推進の組織体制について 

② 遠隔授業本格導入について 

ウ ハクセル 美穂子 議員  ３件 

(ｱ) 教育政策について 

① 発達障害児支援にかかる教育と医療の資源共有と活用策について 

② ＩＣＴ機器の教育現場での活用方針と実施の考え方について 

a 不登校児童生徒の学習機会の保障につながるオンラインの取組について 

b 不登校児童生徒の学習を支援するための体制について 

エ 柳村 一 議員  16件 

(ｱ) 県立高等学校教育について 

① 新たな県立高等学校再編計画後期計画について 
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② 岩手県スポーツ特別強化指定校について 

a 成果と今後の方向性について 

b 指導者の内訳について 

c 特別強化指定校の増加と部活動加熱について 

③ 高校入学者選抜推薦入試について 

a 高校入学者選抜推薦入試のあり方について 

b 推薦入学者の応募資格の割合について 

c 推薦入試の応募資格等の運用について 

④ 教職員の働き方改革について 

a 教員の時間外在校等時間の状況と業務の量の適切な管理について 

b 県立高校における７時間授業の実施状況について 

c 教職員の働き方改革を推進するための部活動改革について 

d 新潟県教育委員会の取組方針について 

⑤ 県立学校オンライン学習支援体制整備事業について 

a 事業の内容と現在の利用状況について 

b オンライン学習支援サービスについて 

c セキュリティ対策とリスク対策について 

⑥ 県立高等学校のエアコン整備について 

a エアコン整備に係る維持管理費等について 

b 定員の見直しについて 

オ 高橋 穏至 議員  ３件 

(ｱ) 地域を支える教育について 

① 県立高校の教員配置について 

② 県独自の加配について 

③ コーディネーター役のスタッフの支援について 

カ 千葉 秀幸 議員  ５件 

(ｱ) 岩手県高等学校総合体育大会等の代替大会について 

(ｲ) 新たな県立高等学校再編計画後期計画（案）について 

① 県民からの意見の計画への反映について 

② 地域の要望を踏まえた対応について 

【再質問１】今後開催する各種大会における観客入場制限の緩和について 

【再質問２】県南の高等学校再編計画について 

キ 武田 哲 議員  ２件 

(ｱ) 県立学校の教育施設整備について 

① トイレの洋式化等の状況について 

② 校舎の改築に係る木造化状況等について 

ク 斉藤 信 議員  ５件 

(ｱ) 教育の諸課題について 

① 少人数学級の実現について 

② 全国一律休校対応の評価・検証について 

③ 県立高校バレーボール部員の自死問題について 

a 調査報告書の指摘について 
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b 調査報告書の検証について 

c 再発防止策「岩手モデル」の策定について 

 

３ 文教委員会【10月９日（金）】 

(1) 議案の審議 

ア 議案第１号「令和２年度岩手県一般会計補正予算（第５号）」について、教育局長から提

案理由の説明を行った。 

(ｱ) 質問等 

斉藤信委員から事業概要等について質問があり、保健体育課総括課長が答弁した。 

(ｲ) 採決 

原案どおり可決された。 

イ 議案第23号「岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例」について、高校改革課長から

提案理由の説明を行った。 

(ｱ) 質問等 

斉藤信委員から入学状況及び進路状況等について質問があり、高校改革課長が答弁した。 

(ｲ) 採決 

原案どおり可決された。 

ウ 議案第24号「野外活動センター条例の一部を改正する条例」について、生涯学習文化財課

総括課長から提案理由の説明を行った。 

(ｱ) 質問等 

伊藤勢至委員、城内よしひこ委員及び斉藤信委員から整備計画及び運営体制等について質

問があり、生涯学習文化財課総括課長が答弁した。 

(ｲ) 採決 

原案どおり可決された。 

エ 議案第31号「いわて教育情報ネットワーク改修の請負契約の締結に関し議決を求めること

について」、教育企画推進監から提案理由の説明を行った。 

(ｱ) 質問等 

城内よしひこ委員、千葉秀幸委員及び斉藤信委員から整備内容及び契約状況等について質

問があり、教育長、教育企画推進監及び生涯学習文化財課総括課長が答弁した。 

(ｲ) 採決 

原案どおり可決された。 

(2) 請願の審査 

ア 受理番号第25号「「安全・安心で、ゆきとどいた教育実現につながる少人数学級」の実現

を求めることについての請願」の審査に当たり、参事兼教職員課総括課長が参考説明を行っ

た。 

(ｱ) 質問等 

高橋穏至委員及び小西和子委員から教職員定数等について質問があり、教育長及び参事兼

教職員課総括課長が答弁した。 

(ｲ) 採択 

採択され、国への意見書案について委員会発議されることとなった。（本会議において、

国に意見書を提出することとされた。） 
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イ 受理番号第26号「就職希望等の高校生に対し高等学校が指導している指定自動車教習所へ

の入所制約の緩和について請願」の審査に当たり、学校調整課総括課長が参考説明を行った。 

(ｱ) 質問等 

斉藤信委員及び小西和子委員から入所の制約、入所許可の時期及び免許証取得状況等につ

いて質問があり、教育局長及び産業・復興教育課長が答弁した。 

(ｲ) 採択 

採択された。 

(3) その他（この際発言） 

ア 「岩手県立特別支援学校整備計画（案）」について、特別支援教育課長から報告を行った。 

高橋穏至委員、斉藤信委員及び小西和子委員から高等部の分教室設置、職業教育の状況及

び特別支援学校の新設等について質問があり、特別支援教育課長が答弁した。 

イ 上記アのほか、伊藤勢至委員、城内よしひこ委員、千葉盛委員、千葉絢子委員、斉藤信委

員、小西和子委員及び上原康樹委員から部活動中の事故、高校入試、新型コロナウイルス感

染症に係る情報提供のあり方及び岩手県学習定着度状況調査等の見直し等について質問があ

り、教育長、教育企画推進監及び関係課長が答弁した。 

 

４ 決算特別委員会の審議 

 (1) 総括質疑【10月14日（水）～15日（木）】（教育委員会関係：２人） 

   次の委員から質問があり、知事が答弁した。 

ア 臼澤 勉 委員  ５件 

(ｱ) 学校教育の課題について 

① 教育分野の決算について 

② 盛岡南高校と不来方高校の再編について 

③ 教育的観点からの望ましい学校規模について 

④ 統合案への認識について 

⑤ 不登校生徒への対応について 

イ 小西 和子 委員  １件 

(ｱ) 子どもの幸福度向上について 

① 不登校児童生徒について 

 (2) 教育委員会審査【10月19日（月）】 

令和元年度決算について教育長から説明を行い、次の委員から質問があり、教育長、教育企

画推進監及び関係課長が答弁した。 

ア 五日市 王 委員  ４件 

(ｱ) 二戸地域への特別支援学校設置について 

(ｲ) 高校再編計画後期計画について 

① 専門高校統合に係る地域検討会議等での主な意見について 

② 市町村や市町村議会等からの要望状況と内容について 

③ 地域で議論する時間を設けることについて 

【関連】郷右近 浩 委員  １件 

(ｱ) 高校再編計画後期計画について 

【関連】斉藤 信 委員  １件 

(ｱ) 高校再編計画後期計画について 
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イ 武田 哲 委員  ４件 

(ｱ) 県民意識調査の結果について 

① 教育分野の評価について 

② いじめや不登校対策の評価について 

(ｲ) 高校の魅力向上に向けた取組と周辺自治体との意見交換の状況について 

(ｳ) コロナ禍における高校生の就職・進学に向けた取組について 

【関連】岩崎 友一 委員  １件 

(ｱ) 高校魅力化事業について 

ウ 吉田 敬子 委員  ６件 

(ｱ) 高校再編計画後期計画について 

① 盛岡ブロックにおける統合による集中緩和について 

② 統合による魅力と活力の向上について 

③ 望ましい学級規模との差異について 

④ 統合による進路への影響等について 

⑤ 計画策定に向けた今後の進め方について 

(ｲ) 高校の専門学科について 

エ 佐々木 努 委員  ４件 

(ｱ) 部活動について 

① 学校における中学校の部活動の在り方方針の状況について 

② 市町村における中学校の部活動の活動方針の改定について 

③ 部活動のあるべき姿を実現させるための取組について 

(ｲ) 将来の高校生のことを考えた高校再編について 

オ 佐藤 ケイ子 委員  ５件 

(ｱ) 教職員働き方改革の取組について 

① 新型コロナ対策スクールサポートスタッフについて 

② 教員の客観的な勤務時間把握について 

③ 教員の時間外勤務の状況について 

④ 教職員の病休の状況等について 

⑤ 精神疾患による公務災害認定の認識や教訓について 

【関連】柳村 一 委員  １件 

(ｱ) 働き方改革の取組について 

カ 高橋 こうすけ 委員  ３件 

(ｱ) 学校におけるＩＣＴ環境整備の現状について 

(ｲ) 県立学校における無線ＬＡＮ環境の整備について 

(ｳ) 学力調査のＣＢＴ化について 

キ 佐々木 朋和 委員  ４件 

(ｱ) 学校の部活動に係る活動方針の改定について 

(ｲ) 県立特別支援学校整備計画について 

① 保護者アンケートの結果分析について 

② 通学バスについて 

(ｳ) 新たな県立高校再編計画後期計画について 
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ク ハクセル 美穂子 委員  ３件 

(ｱ) 復興教育と修学旅行のあり方について 

① 「いわての復興教育」の実施状況と今後の取組について 

② 修学旅行等の実施方針について 

(ｲ) いじめ相談ダイヤル事業について 

ケ 田村 勝則 委員  ２件 

(ｱ) 児童生徒の豊かな人間性と社会性を育む教育について 

① 自己肯定感を持つ児童生徒の割合の達成度がＤとなっている要因について 

② であい授業の取組状況と積極的な活用策について 

コ 高田 一郎 委員  ６件 

(ｱ) 県内の小中学校における修学旅行の実施状況について 

(ｲ) 就学援助制度について 

① 新型コロナウイルス感染症に伴う家計急変世帯への制度周知について 

② 被災児童生徒就学支援等事業交付金の特例継続等について 

③ 新入学児童生徒学用品費の入学前支給及び修学旅行費の概算払いについて 

④ 市町村別の対象児童生徒数の割合について 

(ｳ) 県学力調査について 

サ 千田 美津子 委員  ４件 

(ｱ) 学校現場における新型コロナウイルス感染症への対応状況等について 

(ｲ) いじめ、不登校への対応について 

① 関係する指標の結果に対する所感と今後の改善策について 

② スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置と課題について 

(ｳ) 教職員の長時間労働の実態と解消策について 

シ 小林 正信 委員  ４件 

(ｱ) ＳＤＧｓの学びについて 

(ｲ) プログラミング教育について 

(ｳ) スクールソーシャルワーカーについて 

(ｴ) フリースクールについて 

ス 小野 共 委員  １件 

(ｱ) 大学入学共通テスト試験について 

 

 

※ 議員毎の件数は項目数であり、同一項目の関連質問は含んでいないため、件数と答弁実績数は

一致していないこと。 



議案第 23号 

岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例案の概要 

 

 

１ 改正の趣旨 

  県立高等学校の学科の廃止をしようとするものである。 

 

２ 条例案の内容 

  次に掲げる県立高等学校の学科を廃止すること。（第２条関係） 

学校名 区 分 課程等 学 科 位 置 

岩手県立大船渡東高等学校  全日制 

全日制 

機械科 

電気電子科 

大船渡市 

岩手県立宮古水産高等学校  全日制 

全日制 

海洋技術科 

食品家政科 

宮古市 

 

３ 施行期日（附則関係） 

  令和３年４月１日から施行すること。 

文 教 委 員 会 資 料 
令 和 ２ 年 1 0 月 ９ 日 
教育委員会事務局学校調整課 

SS17080959
タイプライタ
事１－７
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議案第24号 

野外活動センター条例の一部を改正する条例案の概要 

 

１ 改正の趣旨 

野外活動センターの名称を変更し、その管理の方法及び使用許可の対象施設の範囲を改め、

その使用料の額を定める等所要の改正をしようとするものである。 

 

２ 条例案の内容 

(１) 野外活動センターの名称を変更すること。（第１条関係） 

 

 

 

 

 

(２) 野外活動センターの管理の方法を改めること。（第１条の２、第１条の３、第１条の４、

第１条の６、第２条、第３条、第４条、第５条、別表第２関係） 

 

(３) 野外活動センターの使用許可の対象施設の範囲を改めること。（別表第１関係） 

 

(４) 野外活動センターの使用料の額を定めること。（別表第２関係） 

 

(５) その他所要の改正をすること。（第１条の５、第２条、別表第１、別表第２関係） 

 

３ 施行期日（附則関係） 

この条例は、規則で定める日から施行すること。 

 

 

（参考：使用料の額（一般区分）の経過（抜粋）） 

  
単位 

 
（使用料） 

現行条例 
（利用料金の上限額） 

（指定管理者が
定めた額） 

改正後条例 
（使用料） 

～H17 H18～ H18～ R3 

運動広場 
貸切 
１時間 

1,150円 1,380円 1,150円 1,240円 

体 育 館 
貸切 
１時間 

1,330円 1,590円 1,330円 1,450円 

宿 泊 室 
１日 
１人 

630円 750円 630円 680円 

  

文 教 委 員 会 資 料 
令 和 ２ 年 1 0 月 ９ 日 
教育委員会事務局生涯学習文化財課 

 施設名称について、従前施設である「岩手県立高田松原野外活動センター」は東日本

大震災津波により甚大な被害を受け、新たにその施設を陸前高田市内の広田町に移転

するものであり、その設置場所に変更があること、単一の県立施設の名称との均衡を

考慮し、「岩手県立野外活動センター」に変更するもの。 
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岩手県立野外活動センターの災害復旧について 
 

１ 事業概要 

  東日本大震災津波により甚大な被害を受けた県立高田松原野外活動センターについて、

施設が保有していた機能に対するニーズは引き続きあることから、岩手県東日本大震災津

波復興計画復興実施計画(平成 23 年８月策定)において、代替施設の整備を進めることと

なった。 

  県立高田松原野外活動センターの復旧整備にあたり、従来の施設が持っていた機能３点

（①野外活動機能 ②集団宿泊研修機能 ③スポーツ合宿機能）と今後必要とされる新た

な機能２点（④復興教育研修機能 ⑤防災教育研修機能）、併せて５つの機能を有する施設

として整備を行っている。 
 

２ 施設概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  復旧前 復旧後 概 要 

全体敷地 148,555㎡ 96,315.5㎡ 計画高 2.0ｍ～25.0ｍ、敷地形状を踏まえ縮小 

テニスコート 人工芝 8面 人工芝 8面 砂詰人工芝 8面、夜間照明 10塔 

運動広場 400ｍトラック 400ｍトラック 400ｍトラック、直線 9コース・トラック 8コース 

      サッカーフィールド、105ｍ×68ｍ（1面）※ラグビー兼用 

      軟式野球場（2面）、走高跳、走幅跳等 

キャンプ場 宿泊 400名 宿泊 200名 キャンプサイト 25区画×2、敷地形状を踏まえ規模を縮小 

      ファイヤーサークル 2箇所 

艇庫 411.13㎡ － 利用者の安全を確保できないことから、艇庫は復旧しない 

管理・宿泊棟 宿泊 200名 宿泊 200名 宿泊 200名、第１・第２研修室 各 100名、食堂 200名 

体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 2 面 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 2 面 バレーボール２面、バスケットボール２面、バドミントン３面 

運動広場 

キャンプ場 

管理・宿泊棟 

体育館 

テニスコート 

大野海水浴場 
六ヶ浦漁港 防潮堤 旧田谷浜 
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議案第 31 号 

いわて教育情報ネットワーク改修の請負契約の締結に関し議決を求めること

について 

 

 

１ 趣旨 

いわて教育情報ネットワーク改修の請負に関し、次のとおり契約を締結するため、地方自治法

（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和 39 年岩手県条例第 30 号）第２条の規定により、議会の議決を求め

るものである。 

 

２ 内容 

(1)  改修するものの名称 いわて教育情報ネットワーク 

(2)  用途 県立学校における学習指導用 

(3)  契約金額 565,400,000 円（税込） 

(4)  請負者 住所 東京都新宿区西新宿三丁目 19番２号 

名称 東日本電信電話株式会社 

 

３ 業務概要及び入札経過について 

  別添資料のとおり 

 

文 教 委 員 会 資 料 

令 和 ２ 年 1 0 月 ９ 日 

教育委員会事務局教育企画室 
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いわて教育情報ネットワーク改修の請負契約の概要 

 

１ 業務名 いわて教育情報ネットワークのＧＩＧＡスクール構想に伴うネットワーク改修業務 

２ 業務場所 岩手県立盛岡第一高等学校ほか 84箇所 

３ 設計金額 579,898,856 円（税込） 

４ 契約金額 565,400,000 円（税込） 

５ 請負者 
名称 東日本電信電話株式会社 

住所 東京都新宿区西新宿三丁目 19 番２号 

６ 業務概要 

文部科学省が創設した『「GIGA スクール構想の実現」に向けた校内通信ネットワー

ク事業』に則り、県内の各県立学校内の情報通信設備について、高速大容量通信に対

応する LAN ケーブル等の更新を行うとともに、生徒等が日常的に学習等で ICT 利活用

ができるよう、各県立学校内に無線 LAN環境を整備しようとするものである。 

７ 履行期限 令和３年３月 15日 

【業務概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スケジュール】 

 

 

 

 

※ ＮＷ…ネットワーク、ＡＰ…アクセスポイント 
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入 札 結 果 説 明 書 

入 札 方 式 総合評価一般競争入札 

業 務 名 
いわて教育情報ネットワークのＧＩＧＡスクール構想に伴うネットワーク改修

業務 

整 備 概 要 

文部科学省が創設した『「GIGAスクール構想の実現」に向けた校内通信ネットワ

ーク事業』に則り、県内の各県立学校内の情報通信設備について、高速大容量通

信に対応するLANケーブル等の更新を行うとともに、生徒等が日常的に学習等で

ICT利活用ができるよう、各県立学校内に無線LAN環境を整備しようとするもので

ある。 

１ プロジェクト管理 

２ 要件定義 

３ システム設計（DC（データセンタ）内及び各学校内ネットワーク、DCサーバ

仮想化基盤、県立学校内LAN配線、無線アクセスポイントの整備） 

４ 県立学校現場調査 

５ 各種調達（ハードウェア及びソフトウェア関連） 

６ 試験 

７ 構築・設定 

８ 運用説明会 

予 定 価 格 527,180,779円（税抜） 

入 札 の 経 緯 

１ 技術的審査委員会第１回審査委員会（仕様書等審査） 令和２年６月18日 

２ 入札公告日                    令和２年６月26日 

３ 技術的審査委員会第２回審査委員会（技術提案評価） 令和２年７月30日 

４ 入札・開札・落札決定               令和２年８月６日 

入 札 参 加 資 格 

令和２年度において岩手県が発注する情報システム開発業務の委託契約に係る

競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等（令

和元年岩手県告示第451号）に規定する情報システム開発業務の種類のうち、シス

テム分析、ソフトウェア開発及びネットワーク関連業務について、特定調達契約

に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。 

都道府県又は政令指定都市（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第

１項に規定する指定都市をいう。）において、元請として、ネットワークシステ

ムの設計及び構築の実績を有する者であること。 

入札参加申請者数 １者（入札参加資格を満たした者 １者） 

入 札 参 加 者 数 １者 

入 札 結 果 
落札者：東日本電信電話株式会社（東日本電信電話株式会社岩手支店） 

落札額： 514,000,000円（税抜） 97.49％ 
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○
３
つ
の
柱
に
基
づ
き
、
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
教
育
諸
条
件
の
整
備
に
つ
い
て
、
進
め
ま
す
。
 

                                   【
施
設
整
備
・
学
科
改
編
に
関
す
る
工
程
表
】
 

岩
手
県
立
特
別
支
援
学
校
整
備
計
画
（
 令

和
3
年
度
か
ら
令
和

10
年
度
ま
で
の
計
画
 ）

概
要
版
（
案
）
 

  
  
  
  
 

 
   

 
     

   
 

 

 

                     
 

       

岩
手
県
教
育
委
員
会

 

２
 
計
画
期
間
 

○
８
年
計
画
（
20
21
～
20
28
）：
「
岩
手
県
民
計
画
（
20
19
～
20
28
）」

に
合
わ
せ

20
28
（
R1
0）

ま
で
と
す
る

 

６
 
整
備
の
方
向
性
 

１
 
策
定
の
趣
旨
 

○
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
教
育
環
境
の
変
化
や
児
童
生
徒
の
障
が
い
の
多
様
化
等
に
伴
う
諸
課
題
を
解
決
し
、
安
全
で
安

心
し
て
学
習
が
で
き
る
よ
う
全
県
的
な
特
別
支
援
学
校
の
教
育
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、「

岩
手
県
特
別
支
援
学
校
整
備

計
画
」
を
策
定
す
る
。
 

○
こ
の
計
画
に
基
づ
き
、
特
別
支
援
学
校
の
教
育
環
境
の
整
備
を
推
進
し
、
県
の
特
別
支
援
教
育
体
制
の
充
実
に
取
り
組
む
。 

 

○
前
計
画
で
あ
る
「
県
立
特
別
支
援
学
校
（
盲
・
聾
・
養
護
学
校
）
再
編
整
備
計
画
）」
（
H1
9～

H2
2）

に
お
け
る
取
組
の
方

向
性
を
踏
ま
え
た
現
状
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
下
記
の
３
つ
の
計
画
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
特
別
支
援
教
育
の
取
組
を
更

に
充
実
さ
せ
る
た
め
の
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
環
境
整
備
に
関
す
る
計
画
と
す
る
。

 

 
「
岩
手
県
民
計
画
（

2
0
1
9～

20
2
8
）」
・
「
岩
手
県
教
育
振
興
計
画
」

 

◆
特
別
支
援
教
育
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応

 

・
全
県
的
な
特
別
支
援
学
校
の
教
育
環
境
整
備

 

「
い
わ
て
特
別
支
援
教
育
推
進
プ
ラ
ン
（

20
1
9～

2
0
2
3）
」
 

◆
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
教
育
諸
条
件
の
充
実

 

・
特
別
支
援
学
校
の
整
備
推
進

 

共
生
社
会
の
実
現

（
す
べ
て
の
人
が
互
い
を
尊
重
し
、
心
豊
か
に
主
体
的
に
生
活
す
る
こ
と
の
で
き
る
地
域
づ
く
り
）

 

◆
本
県
特
別
支
援
教
育
の
基
本
理
念
「
共
に
学
び
、
共
に
育
つ
教
育
」
の
推
進
 

 
 
 
 
 
 
 

▶身
近
な
地
域
に
お
い
て
、
一
人
一
人
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
に
応
じ
る
教
育

 

 
 
 
 
 
 
 
 
▶障

が
い
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
子
ど
も
が
自
己
実
現
で
き
る
教
育

 

 
 
 
 
 
 
 
 
▶幼

児
期
か
ら
の
継
続
的
・
系
統
的
な
教
育

 

 

○
前
計
画
「
県
立
特
別
支
援
学
校
（
盲
・
聾
・
養
護
学
校
）
再
編
整
備
計
画
」
（
H
1
9～

H
2
2）

及
び
そ
の
後
の
取
組
の
方
向
性
を
踏
ま
え
た
現

状
の
課
題
へ
の
対
応

 

 【
現
状
：
県
立
特
別
支
援
学
校
】
（
令
和
２
年
５
月
１
日
現
在
）
 
 

○
学
校
数
：
本
校

1
4
校
、
分
校
１
校
（
国
立
１
校
、
私
立
１
校
）
 

 

○
児
童
生
徒
数
：

1,
47
4
人
（
幼

10
人
、
小

47
4
人
、
中

33
1
人
、
高

6
50

人
、
専

9
人
）

 

【
主
な
課
題
】

 

・
高
等
部
教
育
・
職
業
教
育
環
境
の
変
化

 

・
校
舎
老
朽
化

 

・
児
童
生
徒
の
障
が
い
の
多
様
化
へ
の
対
応
に
よ
る
学
校
施
設
の

 

狭
隘
化
と
教
室
不
足

 

・
特
別
支
援
学
校
未
設
置
地
区

 

・
障
が
い
の
多
様
化
に
伴
う
通
学
に
係
る
多
様
な
ニ
ー
ズ
及
び
負
担

 

・
学
校
立
地
の
自
然
災
害
対
応

 

・
児
童
生
徒
の
障
が
い
の
多
様
化
・
重
度
化
（
複
雑
化
）

 

・
盛
岡
地
域
特
別
支
援
学
校
の
教
育
環
境
の
変
化

 

【
前
再
編
整
備
計
画
に
お
け
る
主
な
取
組
】
（
H1
9～

H2
2）

 

・
一
関
清
明
支
援
学
校
開
校
：

H2
0 

（
一
関
聾
学
校
と
一
関
養
護
学
校
の
統
合
）

 
 
 

 

・
盛
岡
青
松
支
援
学
校
開
校
：

H2
1 

 

（
松
園
養
護
学
校
と
青
山
養
護
学
校
の
統
合
）

 
 

・
盛
岡
み
た
け
支
援
学
校
高
等
部
設
置
：

H2
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・
盛
岡
峰
南
高
等
支
援
学
校
新
学
科
設
置
：

H2
1 

・
花
巻
清
風
支
援
学
校
遠
野
分
教
室
設
置
：

H1
9 

・
一
関
清
明
支
援
学
校
千
厩
分
教
室
設
置
：

H1
9 

 

【
そ
の
後
の
主
な
取
組
】（

H2
3～

）
 

・
盛
岡
み
た
け
支
援
学
校
二
戸
分
教
室
中
・
高
等
部
設
置

 

：
中
学
部

H
25
 
高
等
部

H2
8 

・
花
巻
清
風
支
援
学
校
特
別
教
室
棟
の
増
築
：

H2
6 

・
花
巻
清
風
支
援
学
校
北
上
み
な
み
分
教
室
小
・
中
学
部
設
置
：

H2
9 

・
療
育
セ
ン
タ
ー
移
転
に
伴
う
盛
岡
と
な
ん
支
援
学
校
新
築
移
転
：
H2
9 

・
盛
岡
ひ
が
し
支
援
学
校
開
校
：

H3
1 

・
釜
石
祥
雲
支
援
学
校
新
築
移
転
に
向
け
た
校
舎
等
の
設
計
：

H3
0 

・
エ
ア
コ
ン
の
整
備
：

R1
 

３
 
基
本
的
考
え
方
 

旨
 

４
 
前
再
編
整
備
計
画
及
び
そ
の
後
の
主
な
取
組
 

５
 
本
県
の
現
状
と
主
な
課
題

 

①
 
各
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
学
び
の
場
の
整
備
 

各
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
児
童
生
徒
等
が
適
切
に
教
育
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
教
育
環
境
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
で
、「

共
に
学
び
、
共
に
育

つ
教
育
」
の
よ
り
一
層
の
推
進
を
図
る
。

 

◆
地
元
に
貢
献
で
き
る
人
材
の
育
成
（
高
等
部
・
職
業
教
育
の
充
実
）
全
県

 
社
会
の
変
化
に
伴
い
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
の
働
き
方
を
見
据
え
た
職
業
教
育
の
充
実
が
必
要
と
さ
れ
る
た
め
、
地
域
を
支
え
、
地
域
に
貢
献
で
き
る
人
材
育
成
と

い
う
観
点
に
立
っ
て
、
岩
手
の
特
色
や
各
地
域
の
産
業
教
育
等
を
生
か
し
た
高
等
部
に
お
け
る
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
。

 

◆
校
舎
老
朽
化
や
狭
隘
化
等
へ
の
対
応
に
よ
る
教
育
環
境
の
充
実

 
全
県

 
 

 
教
室
の
間
仕
切
り
や
特
別
教
室
の
普
通
教
室
へ
の
転
用
等
こ
れ
ま
で
の
対
応
状
況
の
解
消
を
含
め
て
、
関
係
部
局
と
連
携
し
な
が
ら
大
規
模
改
修
工
事
等
の
施
設

整
備
を
進
め
、
校
舎
老
朽
化
や
狭
隘
化
の
改
善
を
計
画
的
に
行
う
。
 

◆
通
学
に
係
る
負
担
軽
減
へ
の
対
応

 
全
県

 
関
係
部
局
や
地
域
の
関
係
機
関
、
市
町
村
や
地
域
の
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
地
域
や
児
童
生
徒
の
実
情
に
応
じ
て
、
様
々
な
通
学
手
段
に
つ
い
て

 
対
応
し
て
い
く
。
 

◆
学
校
立
地
に
お
け
る
自
然
災
害
へ
の
対
応

 
宮
古

 
 
 
自
然
災
害
へ
の
対
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
隣
接
す
る
施
設
の
状
況
の
変
化
も
見
据
え
な
が
ら
関
係
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
る
学
習
を
保
障
す
る
環
境
を
整
備
す

る
。

 

◆
特
別
支
援
学
校
未
設
置
地
区
に
お
け
る
小
中
高
等
部
一
貫
の
特
別
支
援
学
校
の
設
置
 
二
戸

 
 
 
単
独
の
県
立
特
別
支
援
学
校
が
未
設
置
で
あ
っ
た
地
区
に
お
い
て
、
点
在
し
て
い
る
分
教
室
を
一
貫
校
と
し
て
集
約
す
る
と
と
も
に
、
狭
隘
化
の
中
で
の
教
育
活

動
を
改
善
し
、
よ
り
質
の
高
い
教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
特
別
支
援
学
校
を
設
置
す
る
。

 

◆
分
教
室
に
お
け
る
教
育
環
境
の
充
実

 
岩
手
中
部

 
両
磐

 
二
戸

 
 
 
分
教
室
に
お
け
る
狭
隘
化
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
教
育
実
践
の
蓄
積
を
踏
ま
え
、
市
や
当
該
校
と
の
連
携
に
よ
る
特
別
教
室
等
の
円
滑
な
活
用
な

ど
、
見
通
し
を
も
っ
て
整
備
に
取
り
組
む
。
併
せ
て
高
等
部
分
教
室
設
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

 

◆
保
健
福
祉
関
係
機
関
と
の
連
携

 
早
期
か
ら
の
相
談
・
支
援
体
制
に
向
け
て
、
保
健
福
祉
関
係
機
関
と
エ
リ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
や
特
別
支
援
学
校
の
特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
よ

る
連
携
強
化
を
図
る
。

 
 

◆
特
別
支
援
学
校
の
役
割
や
障
が
い
種
別
に
お
け
る
セ
ン
タ
ー
的
機
能
の
整
理
と
見
直
し

 
地
域
の
実
情
や
障
が
い
種
別
等
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
支
援
や
拠
点
と
な
る
各
学
校
の
在
り
方
に
つ
い
て
整
理
と
見
直
し
を
行
い
、
地
域
で
の
よ
り
適
切
で

効
果
的
な
支
援
に
つ
な
が
る
よ
う
に
機
能
を
強
化
す
る
。

 

◆
特
別
支
援
学
校
と
関
係
機
関
や
小
中
高
等
学
校
等
と
の
一
層
の
連
携
強
化

 
 

 
特
別
支
援
学
校
と
関
係
機
関
や
小
中
高
等
学
校
等
が
様
々
な
取
組
に
お
け
る
連
携
を
強
化
し
、
関
係
者
が
一
丸
と
な
っ
て
地
域
や
各
学
校
の
実
情
に
応
じ
た
支
援

の
充
実
を
図
る
。
 

 ②
 
関
係
機
関
と
連
携
し
た
個
別
の
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
 

医
療
、
福
祉
等
の
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
、
多
様
な
教
育
的
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
支
援
体
制
の
構
築
を
図
り
、
す
べ
て
の
子
ど
も
が
自
己
実
現
で
き
る
教
育

を
推
進
す
る
。

 
 ③
 
特
別
支
援
学
校
の
セ
ン
タ
ー
的
機
能
の
充
実
 

特
別
支
援
学
校
の
専
門
性
を
生
か
し
な
が
ら
、
引
き
続
き
地
域
の
支
援
セ
ン
タ
ー
校
と
し
て
特
別
支
援
教
育
の
推
進
に
努
め
、
ど
の
地
域
に
お
い
て
も
専
門
性
の

高
い
教
育
が
受
け
ら
れ
る
教
育
環
境
の
充
実
を
図
る
。

 

 ◆
医
療
機
関
と
の
連
携

 
 

 
関
係
会
議
等
に
お
い
て
、
具
体
的
な
課
題
や
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
関
係
各
所
の
役
割
等
を
確
認
し
情
報
共
有
を
密
に
し
な
が
ら
、
医
療
的
ケ
ア
に
係

る
諸
課
題
の
改
善
に
努
め
、
看
護
師
配
置
の
充
実
に
よ
る
支
援
体
制
の
整
備
を
図
る
。
 

 R3
 

R4
 

R
5 

R
6 

R
7 

R
8 

R
9 

R
1
0 

【
二
戸
地
区
】
新
設
校
設
置
に
向
け
た
検
討
・
基
本
構
想
 

※
設
置
場
所
等
の
決
定

 

盛
岡
峰
南
高
等
支
援
学
校
の
教
育
内
容
・

学
科
の
見
直
し
の
検
討

 

大
規
模
改
修
に
向
け
た
検
討

 

【
釜
石
祥
雲
】
新
築
工
事
・
移
転

 

基
本
・
実
施
設
計
・
新
築
工
事
・
新
設
校
開
校

 

必
要
に
応
じ
た
学
科
の
改
編
 

状
況
に
応
じ
た
基
本
・
実
施
設
計
、
改
修
工
事
 

文
教

委
員

会
資

料
１

 
令

和
２

年
1
0

月
９

日
 

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

課
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事務報告２ 

 
 

「岩手県立博物館における文化財への不適切行為事案」調査の経過報告について 

 

標記事案に係る、他道県の重要文化財の調査における福井県所有の「一乗谷朝倉氏遺跡

出土品」の調査結果について、別添のとおり御報告いたします。 

なお、概要については以下のとおりです。 

 

１ 他道県の重要文化財における無断切取り行為の有無について 

  
※【特定できない】：報告書などに分析結果が掲載されている、あるいはサンプルが残されているが、X 線撮影結果で

切取り痕跡を特定できなかったもの。 

※今回の調査の中でアドバイザー（専門家）から、赤沼氏の論文に記載されている試料採取量と実際に計測した試料

採取量に乖離があったことから、科学分析の情報を正確に記述し、所有者に対して十分な説明が必要であったと指

摘された。 
 
 

２ これまでの重要文化財に関する調査結果について 

 

※岩手県所有分 13 点のうち、「火舎
か し ゃ

、花瓶
けびょう

」２点に対して、重要文化財指定（H22）後に無断切取り行為が行われて

いたことが判明した。 

 

 

３ 今後の調査の進め方 

(1) 重要文化財の調査は今回で終了となるが、重要文化財以外の文化財の調査の実施に当たっ

ては、資料整理の整った所有者から着手することとし、所有者と十分に協議を行いながら進め

る。 

(2) 上記に基づき、地域性なども考慮した上で、専門家からの助言等も参考にしながら効率的に

調査を進める。 
 

他道県の重要文化財調査結果 
調査 

対象点数 

試料採取痕跡（切取り痕跡） 

【有り】 【特定できない】 【無し】 

福井県「一乗
いちじょう

谷
だに

朝倉
あさくら

氏
し

遺跡」 

（H19 年指定） 
27 21 2 4 

〇 科学分析はすべて所有者の承諾を得て行われ、無断切取り行為ではないと判断した。 

所有者及び遺跡名 調査対象点数 無断切取り点数 

岩手県「柳之
やなぎの

御所
ご し ょ

・平泉
ひらいずみ

遺跡群
い せ きぐ ん

」 （H22 年指定） 13 2 

平泉町「柳之
やなぎの

御所
ご し ょ

・平泉
ひらいずみ

遺跡群
い せ きぐ ん

」  （H22 年指定） 63 0 

北海道枝幸町「目梨
め な し

泊
どまり

遺跡
い せ き

」     (H12 年指定) 1 0 

北海道上ノ国町「勝山館
かつやまだて

跡
あと

」    (H20 年指定) 9 0 

青森県八戸市「丹後
た ん ご

平
たい

古墳群
こ ふ んぐ ん

」   （H30 年指定） 79 0 

福井県「一乗
いちじょう

谷
だに

朝倉
あさくら

氏
し

遺跡」   （H19 年指定） 27 0 

計 192 2 
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他道県の重要文化財の調査について 

 

一乗
いちじょう

谷
だに

朝倉
あさくら

氏
し

遺跡（調査対象 27点）の調査結果について        ◆調査結果一覧表参照 

 

○ 今回の調査は、県立博物館で取扱われた 27点の資料（金属製品 23 点、陶磁器及びガラス製品

4点）を調査対象としている。 

 

○ 取扱い年度について、年度ごとの取扱い点数は平成５年度及び 10 年度が１点、平成 17年度が

24 点、平成 18 年度が 1点、平成 13 年度から 18 年度に取り扱われた資料が１点であり、すべて

が重要文化財指定（平成 19 年６月）以前の取扱いとなる。 

   

○ 全資料 27点のうち、資料 26 点について溶液及び樹脂詰めのサンプル（試料）の保管を確認し

た。 

 

  ＜表１＞【平成 19年６月指定】金属製品 23点の調査結果 

 試料採取痕跡（切取り痕跡） 

【有り】 【特定できない】 【無し】 

21 点 2 点 0 点 

承
諾
の
有
無 

ア 所有者の承諾有り 21 2  

イ 所有者の承諾の有無が不明 0 0 

ウ 所有者の承諾無し 0 0 

  

 ○ 金属製品 23点のＸ線写真を検討した結果、資料 21 点について切取り痕跡を確認した。 

 

○ 金属製品 23 点について、所有者の福井県が科学分析を依頼したものであり、科学分析の結果

が福井県の発刊する研究紀要に掲載されている、または結果が所有者に渡されているなど、所有

者の承諾を得て行われたものであり、無断切取り行為とはいえない。 

 

 ＜表２＞【平成 19 年６月指定】陶磁器及びガラス製品 4点の調査結果 

 試料採取痕跡（切取り痕跡） 

【有り】 【特定できない】 【無し】 

0 点 0 点 4 点 

承
諾
の
有
無 

ア 所有者の承諾有り 0 0 4 

イ 所有者の承諾の有無が不明 0 0 0 

ウ 所有者の承諾無し 0 0 0 

 

○ 金属製品以外の陶磁器やガラス製品 4 点についても、所有者の福井県が科学分析を依頼したも

のであり、結果が所有者に渡されているなど、所有者の承諾を得て行われたものである。 

 

 

別 添 資 料 
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 ○ 今回の調査の中でアドバイザー（専門家）から 

・資料の採取の方法や位置・量は所有者が了承していたものであるが、№23 さし銭についての

赤沼氏の論文においては、試料の採取量が「0.01ｇ～0.02ｇ」と記載されていた。 

・残されていた試料（破片）のうち、全体の２割程度の重量を計測したところ、その平均は 

0.043ｇであった。 

以上の事実について、科学分析の報告を正確に記述し、所有者に対して十分な説明が必要であ

ったと指摘された。 

 

    



溶液 樹脂

1
くわ

鍬
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

2
ほうちょう

包丁
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

3
こて

鏝
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

4
てつなべ

鉄鍋
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

5
てつなべ

鉄鍋
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 特定できず 有

6
てつなべ

鉄鍋
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

7
なた

鉈
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

8
なた

鉈
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

9
なまりぼう

鉛棒
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

10
なまりぼう

鉛棒
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

11
なまりぼう

鉛棒
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

12
なまりぼう

鉛棒
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

13
なまりぼう

鉛棒
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

14
なまりぼう

鉛棒
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

15
だんがん

弾丸
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

16
だんがん

弾丸
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

17
だんがん

弾丸
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

18
だんがん

弾丸
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

19
だんがん

弾丸
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

20
だんがん

弾丸
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

21
だんがん

弾丸
一乗谷朝倉氏 平成17年度 〇 〇 〇 有

22
みかづきじょうてっき

三日月状鉄器
一乗谷朝倉氏

平成５年度
平成10年度

〇 特定できず 有

調査結果一覧表

No 資料名 遺跡名 委託年(度)
サンプル
（試料） 切取り痕跡 承諾の有無

無断切取
り判定

備　　　考

事2－5



溶液 樹脂

調査結果一覧表

No 資料名 遺跡名 委託年(度)
サンプル
（試料） 切取り痕跡 承諾の有無

無断切取
り判定

備　　　考

23
ぜに

　　さし銭（１点）
(調査対象:1,450枚)

一乗谷朝倉氏
平成13年度
～18年度

〇 〇 有

さし銭：合計約15,000枚
調査対象点数：1,450枚
サンプル：溶液742枚
(破片のみ1,192枚)
切取り痕跡有り：1,197枚
特定できない：3枚
無し：250枚

24
そめつけ

染付
一乗谷朝倉氏 平成17年度 ○ 有 胎土分析

25
そめつけ

染付
一乗谷朝倉氏 平成17年度 ○ 有 胎土分析

26
そめつけ

染付
一乗谷朝倉氏 平成17年度 ○ 有 胎土分析

27
　　　りょうはち

ガラス稜鉢
一乗谷朝倉氏 平成18年度 有 蛍光Ｘ線分析

事2－6



 

議案第 25 号 

 

   令和５年特別国民体育大会冬季大会スキー競技会の開催に関し議決を求める 

ことについて 

 

 次のとおり、令和５年特別国民体育大会冬季大会スキー競技会の本県での開催を承諾す

ることについて、議決を求める。 

 

１ 開催する大会 

  令和５年特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 

 

２ 開催時期 

  令和５年２月中旬 

 

３ 開催地 

  岩手県八幡平市 

 

 

 

令和２年 11 月 16 日提出 

岩手県教育委員会教育長 佐 藤   博  

 理由 

 令和５年特別国民体育大会冬季大会スキー競技会の開催について、受諾しようとするも

のである。これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 25-1 



 

令和５年特別国民体育大会冬季大会スキー競技会の開催について 
 

 

１ 開催要請の概要                                      

 (1) 要請日 

   令和２年 10 月 21 日（水） 

 (2) 要請元 

   公益財団法人日本スポーツ協会、文部科学省 

 (3) 要請先 

   岩手県、岩手県教育委員会、公益財団法人岩手県体育協会 

 (4) 要請内容 

   令和５年の特別国民体育大会冬季大会スキー競技会の本県開催 

 

 

 

 

 

 

２ 開催地決定までの対応スケジュール（予定）                                

令和２年10月21日 
 
    10月30日 

11月16日 
    11月下旬 

スキー競技会開催要請 
（日本スポーツ協会から県体協、県、県教委あて要請）  
県体育協会理事会（付議） 
教育委員会議（付議） 
スキー競技会開催受託（県体協、県、県教委連名で受諾書提出） 

12月上旬 開催地決定（日本スポーツ協会理事会） 

 

 

３ 冬季国体スキー競技会の概要（現時点での予定）                                      

開催時期 令和５年２月中旬 
会  期 競技会４日間（初日に開始式） 
会  場 八幡平市（田山スキー場、安比高原スキー場） 

実施競技 
ジャイアントスラローム、スペシャルジャンプ、クロスカントリ
ー、コンバインド 

参加資格 開催年度において中学３年生以上の選手 
参加人員 選手・監督・役員：約 1,800 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  今年開催予定であった鹿児島国体が令和５年に延期となり、「特別国民体育大会」とい

う名称として開催されることとなったことから、同年開催予定の本スキー競技会も「特

別国民体育大会冬季大会」という名称となったもの。  

議 25-2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 25-3 



 

開 催 受 諾 書 

 

 

公益財団法人日本スポーツ協会 

会 長    伊藤 雅俊 殿 

文部科学大臣  萩生田 光一 殿 

 

 

令和５年開催の特別国民体育大会冬季大会スキー競技会を岩 

手県において開催することを、ここに承諾いたします。 

 

 

令和２年 11 月  日 

 

 

公 益 財 団 法 人 岩 手 県 体 育 協 会 

 会  長   達 増  拓 也 

 

岩 手 県 知 事  達 増  拓 也 

 

岩 手 県 教 育 委 員 会 

教 育 長   佐 藤   博 

 
案  

議 25-4 



 


